
☆通学服に関して 
 

【上着】 

・ボタンをすべてとめること。 

 

【スラックス】 

・ベルトを着用すること。 

 

【スカート】 

・スカート丈はひざ頭程度とする。 

※下にハーフパンツの着用は認める。    

京都市立双ヶ丘中学校 服装規定 

 

【頭髪】 

・整髪料の使用は認めない。 

・脱色、染色、パーマ、ラインなどの禁止。 

・ピン、パッチン、ゴムは、黒、紺、茶系統のみ認める。※その他の髪止め、アクセサリー的な使用は認めない。 

※入試や就職試験に行ける髪型を常に心がけよう。 

【カッターシャツ】 

・白で、左胸に校章が入った学校指定のもの。 

・シャツは必ずスラックスやスカートの中に入れること。 

【肌着・インナー】 

・夏時期のカッターシャツのインナーは、白色 

（小さめのワンポイントまで可）のシャツとする。 

※色物、大きなバックプリント・ハイネックなどは不可。 

・冬時期のインナー（長袖可）は、白・紺・グレー・黒色のみ、 

防寒着として認める。ただし、カッターシャツのえり元・ 

そで口から見えないように着用すること。 

【靴・靴下】 

・運動に適した運動靴とする。 

・靴下（ﾊｲｿｯｸｽを含む）は、運動に適したもので白・紺・グレー・黒色のみ認める。 

 

【禁止しているもの】 

・携帯電話、マニキュア、化粧など。 

・ピアス、ネックレス（ミサンガ）、指輪などの装飾品。 

・腕時計（ウエアラブル端末を除き、バス通学者のみ認める） 

 

【全校集会等の服装】 

・全校で集まって集会等をする場合は、各自がマナーある服装で臨むこと。 

上着着用の指示がある場合は、きちんと着用すること。 

【ベスト】 

・学校指定の校章つきタイプのみ。 

・校章つきのベスト姿での登下校ができる。 

・校内でもベスト姿で行動できる。 

【防寒着・防寒具】 

・セーターは、防寒着としての着用を認める。 

※防寒着である以上は、セーター姿での 

登下校は認めない。ただし、校内に限り、上着を着用せずに行動しても良い。 

・色は紺、グレー、黒色のみ許可。 

・セーターのすそがだらしなく上着から出ないようにする。 

・手袋、マフラー、ネックウォーマーなどその他防寒具は、 

原則として登下校時と昼休みのみ認める。 

・ベージュや黒色のストッキング（タイツ）をスラックスや 

スカートの下に着用できる。 

 

☆服装について、決められた時期（夏服・冬服）や移行期間等は設定していません。 

通年を通して、各自で気候に合わせた服装を選び、正しい着用を心掛けるようにしましょう。 

ここに載っていない部分も高校入試や就職試験に行くにふさわしい格好を常に心がけましょう。 

・ウインドブレーカーやコートなどの防寒着の着用は 

原則として登下校時のみ認める。 

ただし、トレーナ－型のパーカーなど防寒着として 

ふさわしくないものや華美なものはやめよう。 
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